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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外接する円の直径がａであるヘッド部と、
　前記ヘッド部から延長するように形成された少なくとも二つ以上のレグ部と、
　前記ヘッド部及び前記レグ部の少なくとも一方の少なくとも一部に形成された蛍光部と
　を備え、
　前記レグ部のそれぞれは、
　　前記ヘッド部から外側に延長して内側に曲がる伸縮部と、
　　前記伸縮部の先端で再び外側に曲がる挿入部と
　を含み、
　前記伸縮部に外力が加えられない状態で、前記伸縮部の最外郭に外接する円の直径がｂ
であり、前記二つ以上のレグ部の前記挿入部は互いに第１距離だけ離隔され、
　前記伸縮部に外力が加わって前記伸縮部が内側に収縮した状態で、前記伸縮部の最外郭
に外接する円の直径がｂ’であり、前記二つ以上のレグ部の前記挿入部のそれぞれは、内
側に前記第１距離より短い第２距離まで互いに接近または互いに接触し、
　ｂ＞ｂ’≧ａの関係を満足する、
　医療用蛍光マーカー。
【請求項２】
　前記ヘッド部は、平坦なコインの形態または中央部分が膨らんだドームの形態を有する
、
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　請求項１に記載の医療用蛍光マーカー。
【請求項３】
　前記レグ部は、弾性を有する材質で形成され、外力が加わって前記伸縮部が内側に収縮
すると外側に反発する膨張バイアスを発生する、
　請求項１に記載の医療用蛍光マーカー。
【請求項４】
　前記挿入部は、前記伸縮部に外力が加わって内側に前記第２距離だけ接近した状態また
は互いに接触した状態で目標部位に挿入され、前記目標部位の内部に挿入された状態で前
記外力がなくなると、前記膨張バイアスによって外側に離隔される、
　請求項３に記載の医療用蛍光マーカー。
【請求項５】
　内視鏡の先端の内径がｃであると、ｂ＞ｃ≧ｂ’≧ａの関係を満たす、
　請求項１に記載の医療用蛍光マーカー。
【請求項６】
　前記レグ部は、前記挿入部の先端に外側に突出するフック部をさらに含む、
　請求項１に記載の医療用蛍光マーカー。
【請求項７】
　前記ヘッド部の中央にセンターホールをさらに備える、
　請求項１に記載の医療用蛍光マーカー。
【請求項８】
　前記センターホールは前記ヘッド部を貫通する貫通孔で、
　内視鏡内に多連発装着時に、前記挿入部は先行する医療用蛍光マーカーの前記センター
ホール内に挿入される、
　請求項７に記載の医療用蛍光マーカー。
【請求項９】
　外形がｄで内径がｅである第１直径部、前記第１直径部から延長され、内径がｆである
第２直径部を含む蛍光マーカーカートリッジをさらに備え、
　内視鏡の先端の内径がｃであると、ｃ＝ｄ、ｅ≧ｂ、ｆ≧ｂ’≧ａの関係を満たす、
　請求項１に記載の医療用蛍光マーカー。
【請求項１０】
　前記蛍光部、前記ヘッド部及び前記レグ部の少なくとも一方の少なくとも一部に塗布さ
れた光反応性蛍光物質を含む、
　請求項１ないし請求項９の何れか一項に記載の医療用蛍光マーカー。
【請求項１１】
　前記センターホールは前記ヘッド部の一部に形成した凹部で、
　前記蛍光部は、前記センターホールに着脱可能に結合する、光反応性蛍光物質を含む部
材である、
　請求項７に記載の医療用蛍光マーカー。
【請求項１２】
　前記センターホールは前記ヘッド部を貫通する貫通孔で、
　前記蛍光部は、前記センターホールに着脱可能に結合する、光反応性蛍光物質を含む部
材である、
　請求項７に記載の医療用蛍光マーカー。
【請求項１３】
　前記部材は、前記光反応性蛍光物質が塗布または内蔵されるボディー部及び前記ボディ
ー部を前記センターホールに結合するための締結部を含む、
　請求項１１または請求項１２に記載の医療用蛍光マーカー。
【請求項１４】
　前記ボディー部は光透過性材質で形成される、
　請求項１３に記載の医療用蛍光マーカー。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用蛍光マーカーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　腹腔鏡または内視鏡を用いる手術は、腫瘍や他の病症の診断と共にまたは診断の後に手
術するのに効果的な体外遠隔手術方法として一般になっている。内視鏡を用いる手術の全
工程で手術の効率と手術部位の最適切開のために様々な支援方法が提案されている。
【０００３】
　例えば、手術用ペンや他の方法で病変部位をマーキングする方法と、腹腔鏡または内視
鏡用のナイフまたはアルゴンプラズマ凝固プローブ（Ａｒｇｏｎ　Ｐｌａｓｍａ　
Ｃｏａｇｕｌａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｂｅ）を用いて病変の周辺をマーキングする方法などが
知られている。
【０００４】
　内視鏡を介して得られる視野角度及び範囲と開腹または腹腔鏡を介して得られる視野角
度及び範囲がかなり異なるので、切開する目標位置を身体の外部から正確に見つけるのが
容易ではない。従って、手術者の勘または熟練度などによって切開の正確度及び切開範囲
に差が出る問題があった。
【０００５】
　このような問題を解決する方法として、特許文献１ないし３に開示された生体マーカー
を例に挙げることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】韓国特許公報第１０－１２６３９３９号
【特許文献２】韓国特許公報第１０－１２０１０８３号
【特許文献３】米国特許公報第０７３５７８０５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は上記に鑑みてなされたものであり、腹腔鏡または内視鏡器具に適合する新概念
の医療用蛍光マーカーを提供することを一つの目的とする。
【０００８】
　さらに、適切な蛍光表示面積を提供しながらも保管及び移送中に内視鏡の器具用チャネ
ルの中に圧縮収容できるほど小さいボリュームを占める蛍光マーカーを提供することをも
う一つの目的とする。
【０００９】
　さらに、展開付着方法が面倒な過程を必要とせず、直感的にわかるほど容易に使える蛍
光マーカーを提供することをもう一つの目的とする。
【００１０】
　さらに、複数の蛍光マーカーを連続で展開するのに適合した蛍光マーカーを提供するこ
とをもう一つの目的とする。
【００１１】
　本発明の解決課題は以上で言及されたものに限定されず、言及されていない他の解決課
題は下記の記載から当該技術分野における通常の知識を有した者に明確に理解できるであ
ろう。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の少なくとも一つの実施例においては、外接する円の直径がａであるヘッド部と
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、前記ヘッド部から延長形成された少なくとも二つ以上のレグ部と、前記ヘッド部及び前
記レグ部の少なくとも一方の少なくとも一部に形成した蛍光部とを備え、前記レグ部のそ
れぞれは、前記ヘッド部から外側に延長して内側に曲がる伸縮部と、前記伸縮部の先端で
再び外側に曲がる挿入部とを含み、前記伸縮部に外力が加えられない状態で、前記伸縮部
の最外郭に外接する円の直径がｂであり、前記挿入部は互いに第１距離だけ離隔され、前
記伸縮部に外力が加わって前記伸縮部が内側に収縮された状態で、前記伸縮部の最外郭に
外接する円の直径がｂ’であり、前記挿入部のそれぞれも内側に前記第１距離より短い第
２距離だけ互いに接近または互いに接触し、ｂ＞ｂ’≧ａの関係を満足する、医療用蛍光
マーカーを提供する。
【００１３】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記ヘッド部は、平坦なコインの形態また
は中央部分が膨らんだドームの形態を有する。
【００１４】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記レグ部は、弾性を有する材質で形成さ
れ、外力が加わって前記伸縮部が内側に収縮すると外側に反発する膨張バイアスを発生す
る。
【００１５】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記挿入部は、前記伸縮部に外力が加わっ
て内側に前記第２距離だけ接近した状態または互いに接触した状態で目標部位に挿入され
、前記目標部位の内部に挿入された状態で前記外力がなくなると、前記膨張バイアスによ
って外側に離隔される。
【００１６】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、内視鏡の先端の内径がｃであると、ｂ＞ｃ
≧ｂ’≧ａの関係を満たす。
【００１７】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記レグ部は、前記挿入部の先端に外側に
突出するフック部をさらに含む。
【００１８】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記ヘッド部の中央にセンターホールをさ
らに備える。
【００１９】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記センターホールは前記ヘッド部を貫通
する貫通孔で、内視鏡内に多連発装着時に、前記挿入部は先行する医療用蛍光マーカーの
前記センターホール内に挿入される。
【００２０】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記医療用蛍光マーカーは、外形がｄで内
径がｅである第１直径部、前記第１直径部から延長され、内径がｆである第２直径部を含
む蛍光マーカーカートリッジをさらに備え、内視鏡の先端の内径がｃであると、ｃ＝ｄ、
ｅ≧ｂ、ｆ≧ｂ’≧ａの関係を満たす。
【００２１】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記蛍光部、前記ヘッド部及び前記レグ部
の少なくとも一方の少なくとも一部に塗布された光反応性蛍光物質を含む。
【００２２】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記センターホールは前記ヘッド部の一部
に形成した凹部で、前記蛍光部は、前記センターホールに着脱可能に結合する、光反応性
蛍光物質を含む部材である。
【００２３】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記センターホールは前記ヘッド部を貫通
する貫通孔で、前記蛍光部は、前記センターホールに着脱可能に結合する、光反応性蛍光
物質を含む部材である。
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【００２４】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記部材は、前記光反応性蛍光物質が塗布
または内蔵されるボディー部及び前記ボディー部を前記センターホールに結合するための
締結部を含む。
【００２５】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記ボディー部は光透過性材質で形成され
る。
【００２６】
　本発明の少なくとも一つの実施例においては、平面型またはドーム型のヘッド部と、前
記ヘッド部から同一方向の曲線に沿って対称的に延長され、外力に対して反発する膨張バ
イアスを発生するように弾性材質で形成した少なくとも二つ以上のレグ部と、前記ヘッド
部及び前記レグ部の少なくとも一方の少なくとも一部に形成した蛍光部とを備える、医療
用蛍光マーカーを提供する。
【００２７】
　本明細書でそれぞれの実施例は互いに独立的に記載されているが、それぞれの実施例は
相互組合せが可能であり、組合せによる実施例も本発明の権利範囲に含まれる。
【００２８】
　上述した要約は単に説明のためのものであり、如何なる形でも限定を意図するものでは
ない。上述した説明様態、実施例、及び特徴に加え、追加の様態、実施例、及び特徴が図
面及び詳細な説明を参照することで明確になるはずである。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明の少なくとも一つの実施例によれば、腹腔鏡または内視鏡器具に適合する新概念
の医療用蛍光マーカーを提供できるという効果を奏する。
【００３０】
　本発明の少なくとも一つの実施例によれば、適切な蛍光表示面積を提供しながらも保管
及び移送中に内視鏡の器具用チャネルの中に圧縮収容できるほど小さいボリュームを占め
る蛍光マーカーを提供できるという効果を奏する。
【００３１】
　本発明の少なくとも一つの実施例によれば、展開付着方法が面倒な過程を必要とせず、
直感的にわかるほど容易に使える蛍光マーカーを提供できるという効果を奏する。
【００３２】
　本発明の少なくとも一つの実施例によれば、複数の蛍光マーカーを連発で展開するのに
適合した蛍光マーカーを提供できるという効果を奏する。
【００３３】
　本発明の効果は以上で言及されたものなどに限定されず、言及されていない他の効果は
下記の記載から当該技術分野における通常の知識を有した者に明確に理解できるはずであ
る。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカーの斜視図及びヘッド
部から見た正面図である。
【図２】本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカーが内視鏡内に収容さ
れている状態を示す斜視図及びヘッド部から見た正面図である。
【図３】本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカーが内視鏡から放出さ
れて目標部位に挿入された状態を示す斜視図である。
【図４】本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカーの斜視図である。
【図５】本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカーの斜視図である。
【図６】本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカーの斜視図である。
【図７】本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカーを連鎖的に装填した
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多連発蛍光マーカーの斜視図である。
【図８】本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカーを連鎖的に装填した
多連発蛍光マーカーカートリッジの斜視図である。
【図９】本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカーを連鎖的に装填した
多連発蛍光マーカーカートリッジの操作を示す斜視図である。
【図１０】本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカー及び蛍光部の斜視
図である。
【図１１】本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカー及び蛍光部の斜視
図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、添付図面を参照し、本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカー
について詳しく説明する。
【００３６】
　本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカーは、例えば内視鏡の中に挿
入して用いることが可能である。
【００３７】
　図１は、本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカー１００の斜視図（
ａ）及びヘッド部１１０から見た正面図（ｂ）である。図２は、本発明の少なくとも一つ
の実施例に係る医療用蛍光マーカー１００が内視鏡２００（内視鏡の先端）内に収容され
ている状態を示す斜視図（ａ）及びヘッド部１１０から見た正面図（ｂ）である。
【００３８】
　図１に示すように、本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカー１００
はヘッド部１１０とレグ部１２０とで構成され、ヘッド部１１０とレグ部１２０のうち少
なくとも一方の少なくとも一部に蛍光部１３０を含む。
【００３９】
　図１に示す例では、ヘッド部１１０が円形で略平らな平面形状となっているが、これは
ただ一つの例であり、ヘッド部１１０は必要に応じて円形以外の様々な形状で形成するこ
とができる。例えば、中央部が膨らんだドーム型または楕円体を短軸方向に切断した形状
でヘッド部１１０を形成することができる。
【００４０】
　さらに、図１に示す例では、ヘッド部１１０のほぼ全面にわたって蛍光部１３０を形成
しているが、これはただ一つの例であり、蛍光部１３０は必要に応じてヘッド部１１０と
レグ部１２０の少なくとも一方の少なくとも一部または全部に形成することができる。蛍
光物質をディッピングなどで塗布する場合、レグ部１２０の先端をもって適当な深さに液
状の蛍光物質の中に沈ませて蛍光部１３０を形成することができる。
【００４１】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、レグ部１２０は、図１（ａ）に示すように
、少なくとも二つ以上がヘッド部１１０から外側に延長し、再び内側に曲がる弓のような
形で形成され、伸縮部１２１と挿入部１２２で構成される。
【００４２】
　図１に示す例では、四つのヘッド部１１０が図示されているが、これはただ一つの例で
あり、ヘッド部１１０の数は必要に応じて二つ以上の複数個に形成することができる。
【００４３】
　伸縮部１２１は、ヘッド部１１０から外側に延長して再び内側に曲がる部分で、図１（
ｂ）に示すように外力が加わってない状態では最外郭に外接する円の直径がｂであり、例
えば、図２（ａ）に示すように内視鏡２００内に収容されて内視鏡２００の内壁から加わ
った外力によって内側に収縮された状態では最外郭に外接する円の直径が図２（ｂ）に示
すように内視鏡２００の内径ｃと略同一のｂ’である。
【００４４】
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　ここで、内視鏡の内径ｃと伸縮部１２１に外力が加わって内側に収縮された状態での最
外郭に外接する円の直径ｂ’が略同一であるということはｃ＝ｂ’ではなくｃ≧ｂ’の関
係で、伸縮部１２１の最外郭が内視鏡２００の内壁に内接することを意味する。
【００４５】
　挿入部１２２は、図１（ａ）に示すように伸縮部１２１の先端で再び外側に曲がる部分
で、伸縮部１２１に外力が加わってない状態では互いに第１距離だけ離隔されている。伸
縮部１２１に外力が加わって伸縮部１２１が内側に収縮されると、これに伴って挿入部１
２２も内側に第１距離より短い第２距離だけ接近するかまたは互いに接触する。
【００４６】
　従って、外力が加わってない状態での伸縮部１２１の最外郭に外接する円の直径ｂ、外
力が加わって内側に収縮した状態での伸縮部１２１の最外郭に外接する円の直径ｂ’、及
びヘッド部１１０の直径ａは数式１を満たす。
【００４７】
　（数式１）
　ｂ＞ｂ’≧ａ
【００４８】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、ヘッド部１１０は平坦なコインの形状また
は中央部分が膨らんだドームの形状など様々な形状で形成することができるが、外接する
円の直径ａが数式１を満たすと同時に、内視鏡２００内に挿入できるように内視鏡２００
の内径ｃより小さいことが必要である。
【００４９】
　レグ部１２０は、弾性を有する材質で形成され、外側から外力が加わって伸縮部１２１
が内側に収縮されると外側に反発する膨張バイアスを発生する。従って、医療用蛍光マー
カー１００を内視鏡２００内に挿入した際に、伸縮部１２１が内側に収縮されて膨張バイ
アスを発生するためには外力が加わってない状態での伸縮部１２１の最外郭に外接する円
の直径ｂは内視鏡２００の内径ｃより大きい。
【００５０】
　即ち、内視鏡２００の内径ｃ、外力が加わってない状態の伸縮部１２１の最外郭に外接
する円の直径ｂ、外力が加わって内側に収縮した状態の伸縮部１２１の最外郭に外接する
円の直径ｂ’、及びヘッド部１１０の直径ａは数式２を満たす。
【００５１】
　（数式２）
　ｂ＞ｃ≧ｂ’≧ａ
【００５２】
　医療用蛍光マーカー１００は金属や金属に相当する弾性を有する材料で形成することが
できる。例えば、医療用蛍光マーカー１００は体腔内、特に消化酵素が分泌される胃の中
などで腐食されないようにステンレス、チタン合金などの金属、またはＡＢＳ樹脂、硬質
塩化ビニール樹脂、ポリアミド及びポリエチレンなどのプラスチックを含む材質で形成す
ることができる。
【００５３】
　さらに、医療用蛍光マーカー１００は、レグ部１２０に外側から外力が加わってない平
常状態でレグ部１２０が自己拡開性を有するように弾性が豊富な材質で形成するのが望ま
しい。
【００５４】
　医療用蛍光マーカー１００を高分子材質で形成する場合、蛍光物質が高分子内に混合さ
れるようにすることで高分子材質の医療用蛍光マーカー１００自体が蛍光性を有するよう
に制作することができる。さらに、医療用蛍光マーカー１００の一部を蛍光物質が含まれ
た高分子で薄くコーティング層を形成して蛍光性を有するように制作することもできる。
【００５５】
　図３は、本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカー１００が内視鏡２
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００から放出されて目標部位（ＭＰ：Ｍａｒｋｉｎｇ　Ｐｏｉｎｔ）に挿入された状態を
示す斜視図である。
【００５６】
　図３に示すように、医療用蛍光マーカー１００が内視鏡２００から放出され、挿入部１
２２が第２距離だけ接近するかまたは互いに接触した状態で目標部位（ＭＰ）に挿入され
ると目標部位（ＭＰ）の内部に挿入された状態で外力が除去されるので、膨張バイアスに
よって外側に離隔され、医療用蛍光マーカー１００が目標部位（ＭＰ）から抜けにくくな
る。
【００５７】
　マーキングのために目標部位（ＭＰ）に挿入された医療用蛍光マーカー１００を意図的
に除去する必要がある場合は、伸縮部１２１を外側から内側に押すと、これによって挿入
部１２２も内側に押されるので目標部位（ＭＰ）から医療用蛍光マーカー１００を容易に
抜くことができる。
【００５８】
　挿入部１２２が外側に曲がる程度と長さ及び第１距離は、医療用蛍光マーカー１００が
目標部位（ＭＰ）に挿入された状態で抜けやすくならないように設定する。
【００５９】
　図４は、本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカー４００の斜視図で
ある。
【００６０】
　図４に示す医療用蛍光マーカー４００は、ヘッド部４１０の中央部分にセンターホール
４１５が形成されていることを除けば、図１に示す医療用蛍光マーカー１００と略同一で
ある。従って、ヘッド部４１０、レグ部４２０、伸縮部４２１、挿入部４２２、及び蛍光
部４３０は、それぞれその機能及び作用が医療用蛍光マーカー１００のヘッド部１１０、
レグ部１２０、伸縮部１２１、挿入部１２２、及び蛍光部１３０と類似している。
【００６１】
　センターホール４１５は、ヘッド部４１０に所定の深さで形成した凹部であっても良い
し、ヘッド部４１０を貫通する貫通孔であっても良い。
【００６２】
　センターホール４１５がヘッド部４１０を貫通する貫通孔である場合、内視鏡２００内
に連続的に医療用蛍光マーカーを装填する際に、医療用蛍光マーカー４００のヘッド部４
１０の中央部分に形成したセンターホール４１５に後続する医療用蛍光マーカー４００の
挿入部４２２が挿入され、センターホール４１５がない場合と比べて挿入部４２２の先の
部分の損傷を防ぐことができる。
【００６３】
　図５は、本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカー５００の斜視図で
ある。
【００６４】
　図５に示す医療用蛍光マーカー５００は、挿入部５２２の先の部分に形成したフック部
５２３を除けば、図１に示す医療用蛍光マーカー１００と略同一である。従って、ヘッド
部５１０、レグ部５２０、伸縮部５２１、挿入部５２２、及び蛍光部５３０は、それぞれ
その機能及び作用が医療用蛍光マーカー１００のヘッド部１１０、レグ部１２０、伸縮部
１２１、挿入部１２２、及び蛍光部１３０と類似している。
【００６５】
　医療用蛍光マーカー５００の挿入部５２２の先の部分に形成したフック部５２３は、挿
入部５２２の先端から外側に突出するように形成する。従って、医療用蛍光マーカー５０
０が目標部位（ＭＰ）に挿入されると、フック部５２３は矢のように抜けを防止する役割
をする。
【００６６】
　図６は、本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカー６００の斜視図で
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ある。
【００６７】
　図６に示す医療用蛍光マーカー６００は、挿入部６２２の先の部分に形成したフック部
６２３を除けば、図４に示す医療用蛍光マーカー４００と略同一である。従って、ヘッド
部６１０、レグ部６２０、伸縮部６２１、挿入部６２２、及び蛍光部６３０は、それぞれ
その機能及び作用が医療用蛍光マーカー４００のヘッド部４１０、レグ部４２０、伸縮部
４２１、挿入部４２２、及び蛍光部４３０と類似している。
【００６８】
　医療用蛍光マーカー６００の挿入部６２２の先の部分に形成したフック部６２３は、挿
入部６２２の先端から外側に突出するように形成する。従って、医療用蛍光マーカー６０
０が目標部位（ＭＰ）に挿入されると、フック部６２３は矢のように抜けを防止する役割
をする。
【００６９】
　図７は、本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカー４００を内視鏡２
００内に多連発可能に連鎖的に装填した医療用蛍光マーカー４００の斜視図である。
【００７０】
　図７では、便宜上ヘッド部に形成した蛍光部を別途陰影表示してないが、ヘッド部には
図１から図６に示したような蛍光部が形成されている。
【００７１】
　図７に示すように、センターホール４１５がヘッド部４１０を貫通する貫通孔で形成さ
れ、内視鏡２００内に連続的に医療用蛍光マーカーを装填する際に、医療用蛍光マーカー
４００のヘッド部４１０の中央部分に形成したセンターホール４１５に後続する医療用蛍
光マーカー４００の挿入部４２２が挿入され、挿入部４２２の先の部分の損傷を防止しな
がら多連発に装填することができる。
【００７２】
　従って、内視鏡２００から医療用蛍光マーカー４００を一つずつ押し出すことで狙った
部位にマーキングを行うことができる。
【００７３】
　図８は、本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカー１００を連鎖的に
装填した多連発蛍光マーカーカートリッジ８００の斜視図である。図９は、本発明の少な
くとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカー１００を連鎖的に装填した多連発蛍光マー
カーカートリッジ８００の動作を示す斜視図である。
【００７４】
　図８でも、便宜上ヘッド部に形成した蛍光部を別途陰影表示してないが、ヘッド部に図
１から図６に示したような蛍光部が形成されている。
【００７５】
　図８に示す例では、多連発蛍光マーカーカートリッジ８００内に医療用蛍光マーカー１
００を連続して装填しているが、必要に応じて医療用蛍光マーカー４００、医療用蛍光マ
ーカー５００、または医療用蛍光マーカー６００を装填して使用することができる。
【００７６】
　多連発蛍光マーカーカートリッジ８００は、内視鏡２００の内径と略同一またはそれよ
り小さい外形を有する第１部分（第１直径部）とその先端に形成された瓶の首のような第
２部分（第２直径部）の２段直径構造を有する。
【００７７】
　このような２段直径構造によって、複数の医療用蛍光マーカー１００、４００、５００
、６００は、平常時に多連発蛍光マーカーカートリッジ８００の中で比較的緩い状態で格
納されていて、ユーザーのマーキング操作に応じて迅速に移動して前進可能な準備状態か
ら、動作時に目標部位（ＭＰ）の直前に医療用蛍光マーカーが第２部分を通過しながら必
要な膨張バイアスを短時間で受け、目標部位（ＭＰ）に挿入・膨張的固定の連続動作が可
能となる。
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【００７８】
　２段直径の多連発蛍光マーカーカートリッジ８００の他の利点は、例えば、医療用蛍光
マーカー１００の大きさが内視鏡２００の内径ｃより小さくて内視鏡２００内に医療用蛍
光マーカー１００を装填した際に伸縮部１２１が緩くて挿入部１２２の第２距離が狙いの
有効作動距離だけ確保できないか、または意図的に医療用蛍光マーカー１００の大きさを
小さくする必要がある場合に、多連発蛍光マーカーカートリッジ８００を用いることがで
きる。
【００７９】
　図８及び図９に示すように、多連発蛍光マーカーカートリッジ８００は、外形ｄが内視
鏡２００の内径ｃと略同一またはそれより小さく、内径ｅが伸縮部１２１に外力が加わっ
てない状態での最外郭に外接する円の直径ｂと略同一またはそれより大きい第１直径部８
１０及び内径ｆが伸縮部１２１に外力が加わって内側に収縮した状態での最外郭に外接す
る円の直径ｂ’と略同一またはそれより大きい第２直径部８２０で構成される。
【００８０】
　即ち、内視鏡２００の内径ｃ、第１直径部８１０の外径ｄ、第１直径部８１０の内径ｅ
、第２直径部８２０の内径ｆ、伸縮部１２１に外力が加わってない状態での最外郭に外接
する円の直径ｂ、伸縮部１２１に外力が加わって内側に収縮した状態での最外郭に外接す
る円の直径ｂ’、及びヘッド部１１０の直径ａは数式３を満たす。
【００８１】
　（数式３）
　ｃ≧ｄ＞ｅ≧ｂ＞ｆ≧ｂ’≧ａ
【００８２】
　従って、多連発蛍光マーカーカートリッジ８００の中で、医療用蛍光マーカー１００は
第１直径部８１０内においては、伸縮部１２１に外力が加わってない状態で第１直径部８
１０の測面に沿って比較的自由に移動可能に収容され、第２直径部８２０内においては、
前進しながら第２直径部８２０の側面によって伸縮部１２１に外力が加わって伸縮部１２
１と挿入部１２２が内側に収縮される。
【００８３】
　図９に示すように、伸縮部１２１と挿入部１２２が内側に収縮した状態で目標部位（Ｍ
Ｐ）に向けて放出されると、挿入部１２２が目標部位（ＭＰ）の内部に挿入され、この状
態で外力が除去されるので膨張バイアスによって挿入部１２２が外側に離隔され、医療用
蛍光マーカー１００が目標部位（ＭＰ）に固定される。
【００８４】
　図９でも、便宜上ヘッド部に形成した蛍光部を別途陰影表示してないが、ヘッド部に図
１から図６に示したような蛍光部が形成されている。
【００８５】
　図１０は本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカー１０００及び蛍光
部１０３０の斜視図である。
【００８６】
　図１０に示す医療用蛍光マーカー１０００は、ヘッド部１０１０、レグ部１０２０、セ
ンターホール１０１５、及び蛍光部１０３０で構成される。ヘッド部１０１０、レグ部１
０２０、及びセンターホール１０１５は図４に示す医療用蛍光マーカー４００のヘッド部
４１０、レグ部４２０、及びセンターホール４１５とその構造及び機能の面で類似し、レ
グ部１０２０は医療用蛍光マーカー４００のレグ部４２０と同様に伸縮部及び挿入部で構
成される。
【００８７】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、蛍光部１０３０は、センターホール１０１
５内に着脱可能に挿入するように構成され、蛍光部１０３０の外部に蛍光物質を塗布する
か、または内部に蛍光物質を収容して、センターホール１０１５内に挿入して使用できる
。
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【００８８】
　この場合、センターホール１０１５はヘッド部１０１０の一部に形成した凹部であって
も良いし、ヘッド部１０１０を貫通する貫通孔であっても良い。
【００８９】
　蛍光部１０３０の内部に蛍光物質を収容する場合、蛍光部１０３０の内部には所定の大
きさの収容空間が形成され、収容空間内に光反応性蛍光物質を収容し、密閉する。
【００９０】
　ここで、光反応性蛍光物質は、特定波長帯域の光源、例えば人体に無害なレーザ、ＬＥ
Ｄなどのような光源から光が照射された際に自ら発光する物質である。このような光反応
性蛍光物質としては、ナノレベルの大きさの半導体粒子（ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＣｄＳ、
ＩｎＡｓなど）がコアー（Ｃｏｒｅ）をなす蛍光量子点（Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔ）とＣ
ｙａｎｉｎｅ系の蛍光染料（Ｃｙ３、Ｃｙ５、Ｃｙ５．５、Ｃｙ７など）、ＢＯＤＩＰＹ
系の蛍光染料（ＢＯＤＩＰＹ　６３９／６５０－Ｘ　ＳＴＰ　Ｅｓｔｅｒ）などの様々な
蛍光物質を含む。
【００９１】
　特に、照射された光に反応して近赤外線波長領域帯（６００ｎｍ－９００ｎｍ波長）で
蛍光を発する蛍光物質の場合、厚い生体組織での蛍光マーキングのために効率的に使用で
きる。さらに、光反応性蛍光物質は固体または液体の状態であっても良い。
【００９２】
　この場合、蛍光部１０３０は、外部の光源からの光が最大限透過して内部の光反応性蛍
光物質に照射されるように透明材質及び光透過性材質で形成することが望ましい。
【００９３】
　図１１は本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカー１１００及び蛍光
部１１３０の斜視図である。
【００９４】
　図１１（ａ）に示す医療用蛍光マーカー１１００は、ヘッド部１１１０、レグ部１１２
０、センターホール１１１５、及び蛍光部１１３０で構成される。ヘッド部１１１０、レ
グ部１１２０、及びセンターホール１１１５は図１０に示す医療用蛍光マーカー１０００
のヘッド部１０１０、レグ部１０２０、及びセンターホール１０１５とその構造及び機能
の面で略同一であり、レグ部１１２０は医療用蛍光マーカー１０００のレグ部１０２０と
同様に伸縮部及び挿入部で構成される。
【００９５】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、蛍光部１１３０は、センターホール１１１
５内に着脱可能に挿入するように構成され、蛍光部１１３０の外部に蛍光物質を塗布する
か、または内部に蛍光物質を収容して、センターホール１１１５内に挿入して使用できる
。
【００９６】
　図１１（ｂ）に示すように、蛍光部１１３０は、ボディー部１１３１及び締結部１１３
２で構成される。
【００９７】
　ボディー部１１３１は、外部に蛍光物質を塗布するか、または内部に蛍光物質を収容す
ることができる。ボディー部１１３１の内部に蛍光物質を収容する場合、ボディー部１１
３１の内部には所定の大きさの収容空間が形成され、収容空間内に光反応性蛍光物質を収
容し、密閉する。
【００９８】
　ここで、光反応性蛍光物質は、特定波長帯域の光源、例えば人体に無害なレーザ、ＬＥ
Ｄなどのような光源から光が照射された際に自ら発光する物質である。このような光反応
性蛍光物質としては、ナノレベルの大きさの半導体粒子（ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＣｄＳ、
ＩｎＡｓなど）がコアー（Ｃｏｒｅ）をなす蛍光量子点（Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔ）とＣ
ｙａｎｉｎｅ系の蛍光染料（Ｃｙ３、Ｃｙ５、Ｃｙ５．５、Ｃｙ７など）、ＢＯＤＩＰＹ
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系の蛍光染料（ＢＯＤＩＰＹ　６３９／６５０－Ｘ　ＳＴＰ　Ｅｓｔｅｒ）などの様々な
蛍光物質を含む。
【００９９】
　特に、照射された光に反応して近赤外線波長領域帯（６００ｎｍ－９００ｎｍ波長）で
蛍光を発する蛍光物質の場合、厚い生体組織での蛍光マーカーのため効率的に使用できる
。さらに、光反応性蛍光物質は固体または液体の状態であっても良い。
【０１００】
　この場合、ボディー部１１３１は、外部の光源からの光が最大限透過して内部の光反応
性蛍光物質に照射されるように透明材質及び光透過性材質で形成することが望ましい。
【０１０１】
　ボディー部１１３１に一体にまたは別途制作可能な締結部１１３２は柔軟な材質で形成
され、締結部１１３２の中央に形成した溝にセンターホール１１１５の内壁が挿入される
。
【０１０２】
　図１０に示す医療用蛍光マーカー１０００または図１１に示す医療用蛍光マーカー１１
００を用いると、蛍光部１０３０または蛍光部１１３０を別途製造し、必要に応じてセン
ターホール１０１５またはセンターホール１１１５に挿入して使用することができるので
、蛍光物質の塗布または収容作業を容易に行える利点がある。
【０１０３】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、医療用蛍光マーカーのレグ部１２０、４２
０、５２０、６２０、１０２０、１１２０は、同一方向の曲線に沿って対称的で相反する
角度で延長し、外側からの外力に対して膨張バイアスを発生するように形成される。即ち
、本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカーは、内視鏡の内壁によって
圧縮収容されて、内視鏡の作動によって展開できるように構成することが可能である。
【０１０４】
　以上で説明したように、医療用蛍光マーカーのヘッド部及びレグ部のうち少なくとも一
方の少なくとも一部に光反応性蛍光物質を塗布するか、または蛍光物質が内蔵された蛍光
部を形成することで、生体組織の手術部位をマーキングして外部から特定波長帯域の光を
照射すると光反応性蛍光物質が発光することで、身体内で蛍光マーカーの正確な位置を迅
速で容易に見つけることができる。
【０１０５】
　従って、本発明の少なくとも一つの実施例に係る医療用蛍光マーカーを用いると、大腸
がん、胃がんなどの治療手術の際に切開領域を最小化して治療効果を高めることができ、
過度な切開による副作用を最小化することができる。さらに、本発明の少なくとも一つの
実施例に係る医療用蛍光マーカーは、胃がん及び大腸がんの手術以外にも様々な外科手術
の際に狙いの部位を迅速で容易に見つけることができるマーカーとしてその適用可能分野
が広い。
【０１０６】
　以上で説明したように、本発明の少なくとも一つの実施例によれば、腹腔鏡または内視
鏡器具に適合する新概念の医療用蛍光マーカーを提供することができる。
【０１０７】
　さらに、本発明の少なくとも一つの実施例によれば、適切な蛍光表示面積を提供しなが
らも保管及び移送中に内視鏡の器具用チャネルの中に圧縮収容できるほど小さいボリュー
ムを占める蛍光マーカーを提供することができる。
【０１０８】
　さらに、本発明の少なくとも一つの実施例によれば、展開付着方法が面倒な過程を必要
とせず、直感的にわかるほど容易に使える蛍光マーカーを提供することができる。
【０１０９】
　さらに、本発明の少なくとも一つの実施例によれば、複数の蛍光マーカーを連発で展開
するのに適合した蛍光マーカーを提供することができる。
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【０１１０】
　さらに、従来のトング形のマーカーとは異なり、目標部位に挿入した蛍光マーカーを除
去する際にも伸縮部を内側に押せば挿入部が内側に収縮するので容易に除去することがで
きる。
【０１１１】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることが
可能であることが当業者に明らかである。そのような変更又は改良を加えた形態も本発明
の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【符号の説明】
【０１１２】
　１００、４００、５００、６００、１０００、１１００：医療用蛍光マーカー
　１１０、４１０、５１０、６１０、１０１０、１１１０：ヘッド部
　１２０、４２０、５２０、６２０、１０２０、１１２０：レグ部
　１３０、４３０、５３０、６３０、１０３０、１１３０：蛍光部
　１２１、４２１、５２１、６２１：伸縮部
　１２２、４２２、５２２、６２２：挿入部
　２００：内視鏡
　４１５、６１５：センターホール
　５２３、６２３：フック部
　８００：多連発蛍光マーカーカートリッジ
　８１０：第１直径部
　８２０：第２直径部
　１１３１：ボディー部
　１１３２：締結部
【要約】
【課題】腹腔鏡または内視鏡器具に適合する新概念の医療用蛍光マーカーを提供する。
【解決手段】医療用蛍光マーカーは、外接する円の直径がａであるヘッド部と、前記ヘッ
ド部から延長形成された少なくとも二つ以上のレグ部と、前記ヘッド部及び前記レグ部の
少なくとも一方の少なくとも一部に形成した蛍光部とを備え、前記レグ部のそれぞれは、
前記ヘッド部から外側に延長して内側に曲がる伸縮部と、前記伸縮部の先端で再び外側に
曲がる挿入部とを含み、前記伸縮部に外力が加えられない状態で、前記伸縮部の最外郭に
外接する円の直径がｂであり、前記挿入部は互いに第１距離だけ離隔され、前記伸縮部に
外力が加わって前記伸縮部が内側に収縮された状態で、前記伸縮部の最外郭に外接する円
の直径がｂ’であり、前記挿入部のそれぞれも内側に前記第１距離より短い第２距離だけ
互いに接近または互いに接触し、ｂ＞ｂ’≧ａの関係を満足する。
【選択図】図１
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